
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１１月 

 

 

特 別 区 長 会 事 務 局

特別区財政の現状と課題 



 

 

は じ め に 

令和7年9月4日、令和6年度の特別区普通会計決算の概要が公表されました。 

令和6年度の決算では、歳入・歳出ともに前年度に引き続き増となりました。 

歳出は、情報システム関連経費や物価高騰に伴う委託費の増加等による物件費の

増加や、公民較差の解消及び人材確保の観点等を踏まえた給与改定の影響等による

人件費の増加により、前年度から約1,284億円、2.7％の増となりました。 

歳入は、雇用・所得環境の改善等による特別区民税の増加等により、前年度から

約1,585億円、3.2％の増となりました。特別区財政調整交付金については、固定資

産税及び市町村民税法人分等の増加により、前年度から約504億円、4.2%の増とな

りました。その結果、経常収支比率は77.7％となり、前年度に続き70％台となって

います。 

 我が国の経済は、緩やかに回復しているものの、米国の通商政策の影響や、物価

高の継続が個人消費に及ぼす影響等による景気の下押しリスクが高まっており、先

行きが依然として不透明な状況です。また、特別区においては、このことに加えて、

法人住民税の一部国税化等の不合理な税制改正により貴重な財源が一方的に奪われ

続けており、財政運営がより厳しい状況にさらされています。 

特別区は、労務単価の上昇や建築資材の高騰に伴って工事費が増加する中、高度

経済成長期に集中的に整備され、次々に改築時期を迎える公共施設の老朽化対策の

着実な実施が喫緊の課題となっているほか、今後の急激な高齢化の進展への対応や、

首都直下地震等の自然災害への備え等、首都圏特有の膨大な財政需要を抱えていま

す。さらに、物価高騰対策や子育て支援等、取り組むべき課題は山積しており、そ

れらの課題に対応するための財源の確保が急務となっています。 

特別区が将来にわたって区民の負託に応えていくためには、より一層の行財政改

革に努め、計画性、持続性のある財政基盤を確立し、区民サービスの向上を図ると

ともに、持続可能な財政運営が求められています。 

本冊子は、主に普通会計決算に基づいて特別区総体の現状を把握し、「特別区が

抱える財政上の課題」を考えるための素材を取りまとめたものです。財政状況の異

なる特別区を合計した姿が、そのまま個々の区の財政状況を表すものではありませ

んが、今後の各区の財政運営や地方財政をめぐる議論の参考としていただければ幸

いです。 
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※ 本冊子において、表及びグラフに用いられている数値は、主に普通会計 

ベースによるものである。 

 

※ 普通会計とは、各地方公共団体の財政状況の把握、地方財政全体の分析 

等に用いられる統計上、観念上の会計であり、総務省の定める基準をも 

って、各地方公共団体の会計を統一的に再構成したものである。 

 

 ※ 計数については、原則として表示単位未満を四捨五入し、端数調整をし 

ていないため、合計が一致しない場合がある。 
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第１章 特別区の決算状況と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜財政指標の推移＞                           （単位：％） 

 

（注）各比率は、全特別区の加重平均である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 29 年度 30 年度 元年度 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

実質収支比率 6.1 5.2 5.4 7.0 8.6 7.2 6.2 6.4 

経常収支比率 79.8 79.1 79.2 81.9 78.6 76.7 76.5 77.7 

実質公債費比率 -3.2 -3.4 -3.5 -3.4 -3.3 -3.1 -2.6 -1.9 

○ 令和 6年度普通会計決算の各種財政指標の状況を見ると、実質収支比率は適

正範囲とされる 3～5％を上回り、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は前

年度とほぼ横ばいの 77.7％となった。また、資金繰りの程度を示す実質公債

費比率は、改善傾向となっている。 
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（注） 令和 2 年度以降は、新型コロナウイルス感染症対応及び物価高騰対応に係る国庫支出金や都支出金等の
特定財源が大きく増となったこと、また、令和 6 年度からの定額減税減収補塡特例交付金の創設に伴っ
て一般財源が増となったことにより、区税収入の割合が下がっている。 

１．区税収入の推移 

 

 

 

 

 

○ 区税収入は、特別区税の約 9 割を占める特別区民税が、雇用・所得環境の改善

等により、前年度から約 227 億円、2.0％の増で、区税収入全体で約 208 億円、

1.7％の増となった。 

○ 区税は歳入の基幹収入であるが、景気の影響を受けやすい。物価上昇や金融資

本市場の変動等の影響等により、今後の景気情勢が不透明であることから、税収

の動向は予断を許さない状況にある。  

 

 

 

  

区税収入は、雇用・所得環境の改善等により、14 年連続で増となった。 

しかし、物価上昇や金融資本市場の変動等の影響による今後の景気動向の不透

明性を踏まえると、景気の影響を受けやすい特別区の税収動向は予断を許さない

状況にある。 
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２．歳入総額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

○ 区税収入は、雇用・所得環境の改善等により、特別区民税が 2.0％の増、区税収

入全体でも 1.7％の増となった。 

○ 特別区の歳入構造は景気変動の波を受けやすいことから、将来を見据えた持続

可能な財政運営が求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「その他」には、使用料・手数料、分担金・負担金、寄附金、財産収入、繰越金、諸収入が含まれる。 
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歳入総額は、歳入の柱である区税収入が、雇用・所得環境の改善等による特別

区民税の増加等により14年連続の増、特別区財政調整交付金が、固定資産税及び

市町村民税法人分の増収等により4年連続の増となり、前年度を上回った。 

しかし、特別区は景気変動の波を受けやすい歳入構造となっており、将来を見

据えた持続可能な財政運営が求められる。 
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３．性質別歳出の推移 

 

 

 

 

〇 人件費は、公民較差の解消及び人材確保の観点等を踏まえた給与改定の影響等

により、12.2％の増となった。 

〇 扶助費は、児童手当の拡充をはじめとした子育て施策の充実等により、2.9％の

増となった。 

○ その他のうち物件費は、情報システム関連経費や物価高騰に伴う委託費の増加

等により、8.0％の増となった。 

〇 今後も少子高齢化対策費や医療・介護関係経費の増加、首都直下地震への備え、

公共施設の更新や物価高騰対策等、歳出を押し上げる要因が山積している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳出総額は、人件費・扶助費等の増加により 3年連続の増となった。今後も

公共施設の更新や物価高騰対策等により歳出を押し上げる要因が山積してい

る。 
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４．実質的な義務的経費に要する一般財源負担額の推移 

 

 

 

 

○ 義務的経費とされる人件費、公債費、扶助費に医療・介護保険への公費負担を

加えた実質的な義務的経費について、一般財源による負担の状況を見ると、7 年連

続で増加し、1.6 兆円に迫る規模になっており、全体として高い水準が続いている。 

○ これは、公民較差の解消及び人材確保の観点等を踏まえた給与改定等による人

件費の増加や、児童手当の拡充をはじめとした子育て施策充実等による扶助費の

増加が影響している。 

○ 社会保障関係経費については、今後も増加が見込まれることから、特別区の財

政運営を更に圧迫することが予測される。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）他会計繰出金・・・国民健康保険事業会計、老人保健医療事業会計（平成22年度で会計廃止）、後期高齢者医療事業会

　　　　　　　　　　　　計、介護保険事業会計（保険事業勘定）への繰出金

人件費・扶助費が増加しており、実質的な義務的経費に要する一般財源負担

は、7 年連続で増加している。 
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（参考）実質収支比率＝実質収支/標準財政規模×100 

    実質収支比率は、概ね 3～5％程度の黒字が適正水準とされる。 

５．実質収支比率、経常収支比率の推移 

 

 

○ 財政の健全性を測る指標を見ると、実質収支比率は概ね適正範囲とされる 3％～

5％を上回った。経常収支比率は、特別区財政調整交付金や地方特例交付金等の増

に伴う経常一般財源等の増加により、前年度に続き 70％台となった。 

○ 経常収支比率については、概ね適正な水準とされている 70％～80％の範囲内に

概ねあるものの、地方交付税が交付されない特別区の財政は、景気変動による税

収の動向に大きく左右される。特別区民税・特別区財政調整交付金を基幹収入と

していることから、景気後退期には、経常収支比率が全国都市と比べて急激に悪

化する傾向もあり、予断を許さない状況にある。 

  

 

 

 

 

 

 

   

実質収支比率は 0.2 ポイント増の 6.4％となり、適正範囲とされる 3％～5％

を上回った。また、経常収支比率は 1.2 ポイント増の 77.7％となった。 

（注）「全国都市」とは、政令指定都市、中核市、特例市（平成 27 年度以降は施行時特例市）及び特別区を除く市をいう。 

（参考）経常収支比率＝経常経費充当一般財源等／経常一般財源等×100 

    経常収支比率は、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。 
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６．法人税収の影響 

 

 

 

 

 

 

○ 特別区財政調整交付金の原資である市町村民税法人分等と経常収支比率の関係

を見ると、概ね当該税収が増えると経常収支比率が下がり（改善）、反対に当該

税収が減ると比率が上がっている（悪化）ことが分かる。 

○ 経常収支比率は、平成 21 年度に、景気低迷の影響等で市町村民税法人分が大き

く落ち込み、急激に悪化した。令和 6 年度は企業収益の堅調な推移を背景にした

市町村民税法人分の増加により、経常収支比率は前年度比で改善している。 

○ 特別区の財政は、市町村民税法人分の一部国税化の影響に加え、長引く物価高

騰の影響等により、今後の景気情勢が不透明であることから、予断を許さない状

況にある。 

   

  

（注）法人事業税交付対象額は、令和 2 年度より特別区財政調整交付金の原資に加わった。 

（参考）経常収支比率＝経常経費充当一般財源等／経常一般財源等×100 

    経常収支比率は、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。 

多くの企業が集積する特別区は、法人税収の変動の影響を受けやすい財政構造

である。経常収支比率は 4年連続で 70％台となったが、市町村民税法人分の一部

国税化の影響による減収に加え、長引く物価高騰の影響等により、今後の景気情

勢が不透明であることから、予断を許さない状況にある。 
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市町村民税法人分 法人事業税交付対象額 経常収支比率
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７．特別区債残高と基金残高の推移 

 

 

 

 

 

○ 特別区債残高は、適切な起債計画や着実な償還等により減少傾向にある。 

○ 基金残高は、平成 21 年度以降、景気低迷の影響を受け、深刻な財源不足に陥

ったことから、基金の取崩が積立を上回る状況が続いていたが、近年では歳入

環境が改善したことなどにより、12 年連続の増加となった。 
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指数億円

年度

市町村民税法人分等と積立基金の積立・取崩の推移

積立 取崩 市町村民税法人分等（指数） 歳入決算（指数）

歳入決算、市町村民税法人分

（12年度＝100）

税収の著しい変動に
基金の取り崩し等で対応

取崩で減収
に対応

税収が多い時
に積立

特別区債残高は、平成11年度以降は減少傾向にある一方で、基金残高は12年

連続で増加した。 

しかし、ふるさと納税や市町村民税法人分の一部国税化等の不合理な税制改

正の影響、景気に左右されやすい特別区の財政構造、今後想定される膨大な財

政需要等を勘案すると、決して財政余力があるとは言えない状況にある。 

（注）令和 2 年度について 

・歳入決算(指数)は、新型コロナウイルス感染症対策に係る国庫支出金等の特定財源の歳入が大きく増加している。 

・市町村民税法人分等(指数)は、平成 28 年度税制改正の影響等による市町村民税法人分の大幅な減収のため、減少している。 
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特 別 区 債 残 高 と 基 金 残 高 の 推 移

特別区債残高 基金残高

年度

億円
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○ 特別区は、地方交付税の交付団体ではなく、また景気変動の影響を受けやすい

歳入構造であることから、景気低迷時には基金を活用する等、自らの財源で対応

する必要がある。そのため、安定的な区民サービスの提供に向けて、増収時には

基金の積立を、減収時には基金の取り崩しを行い、年度間の財源調整を図ってい

る。 

○ 基金の多くは、道路、公園等のインフラや小中学校等、将来の公共施設の更新

等の財政需要に備えるための特定目的基金となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 現在、基金残高が特別区債残高を上回っている。しかしながら、ふるさと納税

や市町村民税法人分の一部国税化等の不合理な税制改正の影響に加え、長引く物

価高騰の影響や先行き不透明な景気情勢、首都直下地震等に備えた防災・減災対

策、公共施設の更新等の膨大な財政需要等を考慮すると、今後も区債・基金の適

正な運用が必要である。 

 

  

インフラ・小中学校整備基金等（※1）

約4.9兆円

公共施設の改築等にかかる経費（※2）

約8兆円

・今後 20 年間のインフラ・小中学校整備
基金等について、現在のペースで積み立て
たとしても、公共施設の改築等にかかる経
費に不足が生じる。 

今後 20 年間のインフラ・小中学校整備基金等と
公共施設の改築等にかかる経費 

基金の確保が必要 

財政調整基金 
8,481 億円 

インフラ・小中学校整備基金等 
1 兆 5,783 億円 

令和６年度末の積立金現在高 

年度間の財源不足等を調整する
ための基金（減収時や大規模災
害等の予期せぬ事態に対応） 

特定目的基金 
1 兆 8,647 億円 

その他 
2,864 億円 

２兆 7,128 億円 

特定の事業に対する財源を確保するため
の基金（道路、公園等のインフラや小中
学校等の公共施設の更新需要に対応） 

※1 基金については、平成 3 年度から令和 6 年度末までの
対前年増減率の平均を用いて特別区長会事務局にて試算。  
※2 詳細は P19。 
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８．不合理な税制改正による影響 

 

 

 

 

○ 特別区は、高齢者の急増や膨大な公共施設の改築需要への対応をはじめ、今後

も多くの財源を必要としている。 

○ 「地方創生の推進」と「税源偏在是正」の名のもと、法人住民税の一部国税化

や地方消費税の清算基準の見直し、ふるさと納税等の不合理な税制改正により、

特別区の貴重な税源は一方的に奪われている。 

○ こうした不合理な税制改正による特別区全体の影響額は令和 7 年度のみで約

3,600億円規模であり、特別区で最大の人口（90万人程度）を有する区の財政規模

に相当する。 

  

特別区は、首都圏特有の財政需要があり、将来的に膨大な額の財源が必要で

あるにも関わらず、不合理な税制改正によって貴重な税源が一方的に奪われて

いる。 

(注) 特別区長会事務局試算。 

(単位:億円)

① 法人住民税の一部国税化による特別区の減収
     財調財源ベース・56％

法人住民税法人税割の交付税原資化 
法人事業税交付金の創設 

合計

    ＜参考＞都税ベース・100%
法人住民税法人税割の交付税原資化 
法人事業税交付金の創設 

② 消費税の清算基準の見直しによる特別区の減収

清算基準の見直し（29年度改正） 
清算基準の抜本的な見直し (30年度改正)  

合計

③ ふるさと納税の影響による特別区の減収

特別区民税の減収 

④ 影響額の合計

法人住民税の一部国税化による減収
消費税の清算基準の見直しによる減収
ふるさと納税の影響による減収

合計 △ 3,574

令和7年度
△ 1,065

令和7年度
△ 2,092

△ 417
△ 1,065

△ 417

令和7年度
△ 2,639

547
△ 2,092

令和7年度
△ 4,713

900

令和7年度
△ 80

△ 337
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第２章 財政健全化の取組み状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 特別区は、限られた財源の中で膨大な行政需要に対応するため、職員数の削

減等、積極的に行財政改革に取り組んでいる。 
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１．職員数の削減 

 

 

 

 

○ 特別区は、平成 12 年度からの 24 年間で、職員数を約 21%削減している。近年は、

新型コロナウイルス感染症対策等に伴う保健所の体制強化、待機児童対策、区立

児童相談所開設準備等の行政需要に対応するため、微増となっているが、削減率

は全国市町村を上回っている。 

 

 

   

特別区は、全国市町村を上回るペースで職員数の削減を進めてきている。 

※全国市町村は地方公共団体定員管理調査による全国市町村職員数の総数。
　但し、平成29年度に道府県から政令指定都市に移譲された県費負担教職員数は除いている。
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H2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5 6

指数

年度

職 員 数 の 推 移 （指 数）

平成2年度＝100

全国市町村

特別区

保健所の体制強化や区立児童

相談所の設置等に伴い増加

東京都から特別区へ

清掃事業移管の影響

※職員数は地方公共団体定員管理調査による（教育長を含む）。

人
81,739

79,569

74,929

70,603

67,308

64,621
62,801

61,123 60,513 61,128
62,282

63,448 63,890

64,735
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60,000
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特 別 区 職 員 数 の 推 移
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人

H12年度から職員数を

約21％削減
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２．職員数の削減による効果 

 

 

 

○ 特別区は、職員数の削減によって得られた行政改革の効果を喫緊の課題である

少子高齢化対策に振り向けるとともに、住民サービスの維持・向上に取り組んで

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※削減効果は、平成 12 年度からの職員削減数の合計 17,004 人に、令和 6年度都区財政調整における標準給与額(標準給：

7,697,525 円)を乗じて算出 

○ 特別区は、事務能率の向上を図り職員数の削減を進める一方、大都市需要とし

て特に区民ニーズの高い、保育園等の子育て支援や高齢社会対応等の福祉分野に

おいては、需要に対応するための人員を確保している。 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

特別区は、職員数の削減により捻出した財源を、住民サービスの維持・向上

に活用している。 

※職員数は、普通会計職員数から消防部門職員数を除いたもの。 

※職員数（令和 6 年 4月 1 日時点）、人口（令和 6 年 1月 1 日時点） 
※政令市の福祉以外の行政分野は、平成 29 年度に道府県から政令指定都市に移譲された県費負担教職員数は除いている。 

81,739
79,569

77,191
74,929

72,632
70,603

68,925
67,308

65,789
64,621

63,643
62,801

61,983
61,123
60,838

60,513
60,624

61,128
61,643

62,282
63,038

63,448
63,466

63,890
64,735
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H12
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R1
2
3
4
5
6

年度

人

職員数の推移と削減による効果

H12年度から17,004人を削減
削減効果 1,309億円

平成12年度比較(単年度ベース)

住民サービス
の向上

3.793
4.835

4.193

1.456

0.988

0.816

1.183
0.483

0.613

0

1
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6

7

特別区 政令市 中核市

人
人 口 1,000 人 当 た り 職 員 数 保育園

保育園以外の福祉分野

福祉以外の行政分野
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３．区税徴収率 

 

 

 

 

○ 各区では、差し押さえの強化や徴収嘱託員の活用、コンビニエンスストア収納、

クレジットカードによる収納、インターネット公売等、区税の収納強化に努めて

いる。 

○ そのため、区税の徴収率は 98.1%と前年と同率となった。また、直近の累積滞納

額は概ね横ばいとなっている。 

○ 長引く物価高騰等の影響により、今後の景気情勢が不透明であり、区税徴収は

厳しい局面となる可能性もあることから、より一層の徴収努力が必要となってい

る。 

  

  

区税徴収率は、各区の収納強化策の継続により 98.1%と前年度と同率となっ

た。 
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区税徴収率 （％）
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４．健全化判断比率の状況 

 

 

 

 

 

○ 平成 19 年 6 月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、平

成 19 年度決算から財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）の議会報告及び

公表が義務付けられることとなった。 

○ 令和 6 年度決算（速報）において、下記の「一覧表」のとおり、特別区はいず

れも健全化判断比率が早期健全化基準を下回っており、健全な状態である。しか

し、基準を下回れば直ちに問題がないとするのではなく、財政の健全性の一つの

目安として、各指標の算定要素についても個別に着目し、分析を行い、引き続き

健全化に取り組むことが求められている。 

 

  

千代田 - (11.41) - (16.41) △ 0.9

中　央 - (11.25) - (16.25) 1.6

港 - (11.25) - (16.25) △ 1.5

新　宿 - (11.25) - (16.25) △ 1.5

文　京 - (11.25) - (16.25) △ 2.9

台　東 - (11.25) - (16.25) △ 1.5

墨　田 - (11.25) - (16.25) 0.0

江　東 - (11.25) - (16.25) △ 2.2

品　川 - (11.25) - (16.25) △ 3.0

目　黒 - (11.25) - (16.25) △ 3.3

大　田 - (11.25) - (16.25) △ 2.3

世田谷 - (11.25) - (16.25) △ 1.5

渋　谷 - (11.25) - (16.25) △ 2.8

中　野 - (11.25) - (16.25) △ 1.1

杉　並 - (11.25) - (16.25) △ 3.7

豊　島 - (11.25) - (16.25) △ 0.8

北 - (11.25) - (16.25) △ 1.2

荒　川 - (11.25) - (16.25) 4.0

板　橋 - (11.25) - (16.25) △ 2.6

練　馬 - (11.25) - (16.25) △ 2.1

足　立 - (11.25) - (16.25) △ 2.7

葛　飾 - (11.25) - (16.25) △ 0.7

江戸川 - (11.25) - (16.25) △ 4.2

23区平均 - - △ 1.9

※総務省　令和7年9月30日「令和6年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率の概要（速報）」より

※実質赤字額、連結実質赤字額及び将来負担比率がない場合は、「－」と表記している。

※（　）内の数値は、各団体の早期健全化基準（財政規模に応じ設定）である。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25%～

実質公債費

11.25% 16.25%

実質赤字

～

【用語の定義】

○実質赤字比率
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公
共団体の一般会計等の赤字の程度を
指標化し、財政運営の悪化の度合いを
示すもの

○連結実質赤字比率
すべての会計の赤字や黒字を合算し、
地方公共団体全体としての赤字の程度
を指標化し、地方公共団体全体として
の財政運営の悪化の度合いを示すもの

○実質公債費比率
借入金(地方債)の返済額及びこれに準
じる額の大きさを指標化し、資金繰りの
程度を示すもの

○将来負担比率
地方公共団体の一般会計等の借入金
（地方債）や将来支払っていく可能性の
ある負担等の現時点での残高を指標化
し、将来財政を圧迫する可能性の度合
いを示すもの
将来負担額からは基金等の特定財源
が控除されるため、基金の積立が多い
場合などは将来負担が算定されない

○早期健全化基準
健全化判断比率のうちいずれかが基準
以上となった場合、議会の議決を経て、
早期健全化計画を定めることが必要と
なる数値

（単位：％）

350%

将来負担

比 率

連結実質

比 率

早期健全
化基準

15.00% 20.00%

区　名
比 率 赤字比率

健全化判断比率一覧表

令和 6 年度決算（速報）に基づく特別区の指標は、全てにおいて早期健全化

基準に該当しない結果となった。 

財政の健全性の一つの目安となる各指標を継続的に分析し、健全化に取り組

む必要がある。 
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第３章 特別区の財政負担状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 特別区は、引き続き扶助費が増加するとともに、公共施設の更新需要等、今

後財政負担の増大が想定されることから、より一層の効率化と財源確保が求め

られる。 
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１．扶助費と他会計繰出金の増加 

 

 

 

 

○ 社会保障制度の一環として支出される扶助費は、多様な子育てニーズに対する

取組みや、原油・原材料価格・物価高騰等対策に係る給付事業の増加等を中心に、

引き続き高水準で推移している。 

○ 他会計繰出金は、高齢化に伴う要介護者数の増加等により、介護保険事業会計へ

の繰出金が増加した一方、都内保険料水準の統一に向けた取組みの結果、国民健

康保険事業会計への繰出金が減少したこと等により、前年度を下回った。しかし

ながら、今後の高齢化等の社会情勢に鑑みると引き続き高止まりの状況になるこ

とが見込まれる。 

○ 急激な高齢化の進行も相まって、扶助費や医療・介護関係経費の増加が特別区

財政をさらに圧迫していくことが懸念される。 

  

扶助費の総額は、高い水準で推移しており、財政圧迫の要因となっている。

また、実質的な義務的経費である医療・介護保険制度への繰出金も特別区財政

圧迫の要因の一つとなっている。 

 （注）他会計繰出金・・・国民健康保険事業会計、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、介護保険事業会計(保健事業勘定)へ
                         の繰出金

113 
111 111 109 108 112 120 123 

4,701 5,029 5,463 5,848
6,919

6,192 6,469
6,957

4,303
4,236

4,217
4,133

4,126

4,094
4,145

4,131

2,377 2,284
2,456

2,749

3,680

3,828
4,122

4,078
2,283 2,252

2,282
2,262

2,207
2,355

2,649
2,540

13,777 13,912
14,529

15,101

17,040
16,581

17,505

17,829

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000
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億円

年度

扶 助 費 と 他 会 計 繰 出 金

他会計
繰出金

扶助費
（老人福祉）

扶助費
（児童福祉）

扶助費
（生活保護）

扶助費
（その他）
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２．更新時期を迎える公共施設と改築経費 

 

 

 

 

○ 令和4年3月現在、特別区の保有する公共施設の総床面積は、義務教育関係施設

（小・中学校）で 8,007,560 ㎡（3,579 施設）、本庁舎、福祉関係施設、図書館等

の公共施設で 12,162,462 ㎡（12,373 施設）となっている。 

○ 2044 年までの 20 年間に築 50 年を迎える施設は、小・中学校で 5,917,083 ㎡・

2,825 施設（施設数全体の約 79％）、本庁舎等は 7,400,248 ㎡・7,643 施設（施設

数全体の約 62％）であり、その改築に要する経費は、合わせて約 8 兆円と見込ま

れる。 

○ 特別区の財政運営は、この膨大な改築需要に備えるため、後年度を見通した、

より一層の効率化と財源確保が必要となる。 

 

 

 
※１ 改築経費は、「特別区保有施設等に関する調査（令和 4 年度実施）」の調査時点における施設延床面積

に、特別区の決算単価を乗じて算出。（国・都支出金等は控除していない。） 
※２ 耐用年数は一律 50年とし、2024 年度以前に築 50年を迎えた施設の改築経費は、2025～2044 年度の改築

経費に含めている。 
※３ 小・中学校の施設数は、校舎・屋内運動場・プールをそれぞれ 1 施設としてカウントしている。 

  

2025 2044 2045

（億円/年）

500

2,000

1,500

1,000

3,500

3,000

2,500

4,500

4,000

2025～2044
約8兆円
約4,000億円/年

の改築経費

公共施設の改築経費推計

2045～2054

約1.6兆円
約1,600億円/年

の改築経費

2055～2064

約1.4兆円
2065～

約9,400億円

2064 20652054 2055 2071 （年度）

今後20年間に
改築需要が集中

特別区が保有する公共施設の多くが更新時期を迎えており、その改築・改修

等に伴う経費の増加が特別区財政を圧迫する恐れがある。 
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３．災害リスクに備える財政需要 

 

 

 

 

 

 

○ 大規模災害時に建物倒壊や焼失等大きな被害を引き起こす、著しく危険な木造

住宅棟は、特別区が全国の 1割を占めており、早期の解消が必要である。 

○ 災害時の緊急輸送路としての都市計画道路を整備することは、首都機能や企業

活動の早期復興・再開にも繋がるが、特別区の都市計画道路の完成率は約 67％で

あり、全てを整備するためには、5兆円を超える費用が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画道路の整備状況 
 

 

  

特別区は、日本全体を支える首都機能を守ると共に、住む人・働く人・訪れ

る人の安全・安心を確保するため、首都直下地震への対応等、防災・減災対策

が急務となっており、それらに対応するための膨大な財政需要が見込まれてい

る。 

※東京都都市整備局「都市計画道路現況調査」を基に作成。 

※区部の整備標準単価は、特別区長会事務局試算。 

※国土交通省「地震時等に著しく危険な密集市街地について」を基に作成。 

密集市街地 地区数

全国
111地区

特別区 17地区

密集市街地 面積

全国
2,219ha

特別区 247ha

区部 東京都

計画延⾧ 1,767km 3,204km

完成延⾧ 1,186km 2,097km

完成率 67.1% 65.4%

整備標準単価 90億円/km ―
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第４章 特別区を取り巻く現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 特別区は、人口や企業の極度の集中等に起因する様々な行政課題を抱えてお

り、これらの課題の解決に向けて取り組んでいる。 
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１．人口推移の状況 

 

 

 

 

○ 令和 2 年の国勢調査では、特別区の人口は 973 万人で、前回の調査時よりも 46

万人も増加している。 

○ 主な大都市と比較しても特別区の人口の増加率は高く、特別区により一層人口

が集中している状況にある。 

 

 

 

    

他の大都市に比べて人口が大きく増加し、特別区には、より一層人口が集中

している状況にある。 

※令和 2 年国勢調査 

※令和 2 年国勢調査における平成 27 年国勢調査時からの人口の増減及び増減率 
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２．企業集中及び流入人口の状況 

 

 

 

 

 

○ 特別区の区域には、全国の事業所の約 1 割に当たる約 66 万の事業所があり、従

業者数も約 850 万人と極めて多くの事業所と従業員が集中している。 

○ そのため、特別区の区域には、都内だけでなく周辺の県からも含めて 300 万人

を超える人々が通勤・通学で流入し、昼間人口は1,230万人を超えている（※令和

2年国勢調査より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

特別区の区域には極めて多くの企業が集中している。そのため、都内だけで

なく、周辺の県からも多くの人々が通勤や通学で流入し、昼間人口は 1,230 万

人を超えている。 

※令和 3 年経済センサス-活動調査 ※令和 3 年経済センサス-活動調査 

※令和 2 年国勢調査：常住地又は従業地・通学地による人口 
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1,618,721 1,527,059
786,278

2,394,461

771,382

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

特別区 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市

従 業 者 数(人）
658,978

143,662 137,979
85,345

228,648

74,664

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

特別区 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市

事 業 所 数(事業所数）

0

50

100

150

200

250

300

350

特別区 横浜市 名古屋市 京都市 大阪市 神戸市

流 入 人 口

流入人口県外から

流入人口県内から

（万人）

304

41 47
23

102

20



- 24 - 

 

３．地価や消費者物価の状況 

 

 

 

 

○ 人口や企業の極度の集中は、地価や物価を引き上げている。 

○ 地価・物価の高騰は特別区の行政経費を引き上げ、公共施設用地の確保も容易

ではない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

４．生活保護の状況 

 

 

 

 

○ 特別区における生活保護費の令和5年度決算額は約4,490億円で、歳出総額（約

3兆 7,662 億円）の約 12％を占める。 

○ 平成 23年度からの 12年間で、生活保護世帯数が約 1万 2千世帯増加している。 

    

 

 

  

特別区は人口と企業の集中等により、地価や物価が高く、行政経費を引き上

げる要因となっている。 

生活保護の受給世帯数は高止まりの状況となっていることから、歳出に占め

る生活保護費の割合は高い状況にある。 

※令和 6 年平均消費者物価地域差指数 ※令和 6 年地価公示 

※令和 5 年度地方財政状況調査 ※東京都「福祉・衛生 統計年報」 
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５．介護保険要介護認定者の状況 

 

 

 

○ 特別区における要介護認定者数は 44 万人を超え、他の大都市地域と比べて突出

している。 

○ 今後、さらに高齢化が進み、要介護認定者数の増加も見込まれていることから、

介護関係経費の増加による特別区の財政への影響が懸念される。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．待機児童の状況 

 

 

 

 

○ 令和6年4月現在の特別区の保育所の待機児童数は、保育所増設等の取組みの結

果、ピーク期の平成 29 年度比で 5,500 人以上減少しているが、学童クラブの待機

児童数は令和 6年 5月現在で 2,284 人となっており、高止まりしている。 

○ こうした背景等から児童福祉費は毎年増加しており、今後も待機児童解消の着

実な推進とともに、保育の質の確保・向上を図っていく必要がある。 

    

 

 

 

 

 

※厚生労働省：介護保険事業状況報告（令和 5 年度年報） 

特別区における要介護認定者は 44 万人を超え、今後も要介護認定者数の増加

も見込まれていることから特別区の財政への影響が懸念される。 

特別区の保育所の待機児童数は、ピーク期と比較し大幅に減少したが、学童

クラブの待機児童数は高止まりしており、多様な子育てニーズに対応するた

め、今後も引き続き支援策の充実を図る必要がある。 

※住民基本台帳による東京都の世帯と人口（区部） 

※東京都「都内の保育サービスの状況について」、「東京の学童

クラブ事業実施状況」 

※東京都「特別区決算状況(普通会計決算)」 
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